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積雪時における生徒の登下校について 

  

  「地震発生及び気象の警報が発令された場合の緊急措置について」に加えまして、清溪小学

校区が豪雪により通学用バスが遅延や運行不能となった場合につきまして、下記のとおり措置い

たしますのでご理解よろしくお願いします。 

  

記 

                                                            

 ※通学用バスを利用しない生徒は積雪時も通常通りに登校すること。  

ただし、自転車通学の生徒は、通学路に積雪がある（予想される）場合、自転車で登校せ

ず、必ず徒歩で登校すること。 

通学バスの延着を待つ間、教職員の指示・指導のもと自習等を行う。 

                              

 

  ○午前９時までに、通学バスが到着した場合  

    到着時点から始業時間をずらして、1 時間目の授業から開始する。 

    

   ○午前９時を過ぎても、通学バスが到着しない場合  

    臨時休校措置とし、登校生徒も安全確認の後、下校する。 

 

 

   ※設定している時刻はあくまでも目安です。柔軟に対応します。  

  ※当日の気象状況・学校及び校区の状況によっては、上記措置とは異なる臨機応変の対  

   応をする場合もありますのでご了承ください。 

  ※上記のような事態が発生した場合は、必要に応じ緊急メール配信や通学用バス緊急連 

   絡網などで家庭連絡するとともに、登校生徒には連絡文書を持って帰らせます。     

  ※登下校に際して危険な個所など問題がありましたら、学校へご連絡ください。 

 

  ◎通学バス地区保護者の皆さまへ 

    ・通学バスの運行時刻に変動がある場合、市教育委員会からの連絡を受け次第、通学用  

   バス緊急連絡網等でお知らせします。 

    ・乗車バス停までの送迎及び運行開始後の乗り遅れ等につきましては、各ご家庭で対応し 

  ていただきますようお願いします。 


